
兼業の許可について 
 

○ 一般職の公務員が兼業する場合は、事前に営利企業従事等の許可が必要です。 
○ ４月以降の兼業の有無について、同封の面接カードに記入をしてください。 

○ 兼業の予定がある場合、最終合格後に人事担当者から内容の確認を行います。 

○ 兼業が認められない場合は、どちらかを辞めていただく等の選択をしていただく 

 必要があります。 

○ 兼業の有無は試験の合否に影響しません。 

 

○許可手続が必要な主なもの（許可基準を満たしていれば原則許可されます。） 

項

目 
具 体 的 内 容 許 可 基 準 

①
報
酬
を
得
て
事
務
ま
た
は
事
業
に
従
事 

＜例＞ 

投票立会人、統計調査員（国勢調査、労働力調査等）、町内会・自治会役員、原稿の

執筆、他の地方公共団体の委員等、試験監督員、書道・ピアノ等習いごと教室の講師、

大学等非常勤講師、税理士等事務所の事務員、スポーツジム等のインストラクター、公

益法人・ＮＰＯ法人の職員、医療機関の職員、介護施設の職員、薬局薬剤師、その他

民間事業所の従業員・パート・アルバイト 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 職員の占めている職と

当該業務との間に特別な

利害関係がないこと。又

は、その発生のおそれが

ないと認められること。 

イ 職務の遂行に支障が

ないと認められること。 

ウ その他地方公務員法

の精神に反しないと認めら

れること。 

②
不
動
産
又
は
駐
車
場
の
賃
貸 

１不動産の賃貸が下記のいずれかの場合 

□ 独立家屋の賃貸について、独立家屋の数が５棟以上ある         

□ 独立家屋以外の建物の賃貸について、貸与することのできる戸数が１０室以上ある   

□ 土地の賃貸契約が１０件以上ある 

□ 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の設備を設けたものである 

□ 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものである 

許可基準アイウに加え、 

エ 下記手続きを家族や

管理会社等に委ね、自身

は経営の実務を担ってい

ないこと。 

記 

「不動産又は駐車場の賃

貸」 

・入居者の募集 

・賃貸料の集金 

・不動産の維持管理 

  等 

「太陽光電気の販売」 

 ・太陽光発電設備の維  

  持管理 等 

２駐車場の賃貸が下記のいずれかの場合 

□ 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場である 

□ 駐車台数が１０台以上ある 

３不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸収入の額が年額５００万円以上である場合 

（不動産及び駐車場を賃貸している場合はその合計額が年額５００万円以上である） 

１、２と同様の事情にあると認められる場合 

□ 建物、駐車場、土地の賃貸件数が合計１０室相当以上ある 

（独立家屋をアパート2室相当、土地1件または駐車場1 台をアパート1室相当に換算）   

不許可の例 
・職員が経営上の責任者である場合 

  例 個人事業主（塾の経営、業務委託の受託者等）    

・県の勤務と合わせて、 

  １日の勤務時間が８時間を超える場合 

  週の勤務時間が４０時間を超える場合 



③
太
陽
光
電
気
の
販
売 

電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力が１０キロワット以上（複数の設備による

場合はその合計値。共有名義で行う場合は販売に係る設備全体を対象として自営に当

たるか判断する）である場合 

④
農 

業 

等 

農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等の大規模経営で、営利を主目的としている

場合 

（大規模経営の判断基準） 

□ 農繁期等に人員を雇用して収穫作業にあたるなど、雇用関係が発生している 

□ １００ａ前後の広さをもつ農地で農業を行う                      等 

・許可基準アイウに加え、 

オ 業務遂行の責任者が

職員以外であること及び

相続、遺贈等により家

業を継承したものであ

ること。 
⑤
そ
の
他
自
営
業 

販売目的で大量の商品を仕入れたり、定期的・継続的に販売している場合 

たばこやジュースの自動販売機の設置                          等 

⑥
営
利
企
業
等
役
員 

不許可 

例 家族が経営する会社の取締役（無報酬でも不可） 
－ 

 

※ 問合せ先 人事局人事課監察室 ０５２－９５４－６０３２（直通） 


